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○
宮
城
県
教
育
委
員
会
共
催
及
び
後
援
名
義
取
扱
規
程
（
平
成
三
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号
） 

（
趣
旨
） 

第
１
条 
こ
の
訓
令
は
、
宮
城
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
教
育
委
員
会
以
外

の
も
の
の
行
う
教
育
関
係
の
行
事
を
共
同
主
催
し
、
又
は
後
援
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。 

（
用
語
の
定
義
） 

第
２
条 

こ
の
訓
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。 

一 

共
催 

行
事
の
企
画
又
は
運
営
に
参
加
し
、
共
同
主
催
者
と
し
て
責
任
の
一
部
を
負
担
す
る
こ
と
。 

二 

後
援 

行
事
の
趣
旨
に
賛
同
し
、
そ
の
開
催
を
援
助
す
る
こ
と
。 

（
共
催
等
の
名
義
） 

第
３
条 

共
催
及
び
後
援
（
以
下
「
共
催
等
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
使
用
を
承
認
す
る
名
義
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

広
範
囲
に
わ
た
る
規
模
の
行
事
に
つ
い
て
共
催
等
の
承
認
を
行
う
場
合 

宮
城
県
教
育
委
員
会 

 

二 

一
の
教
育
事
務
所
の
所
管
区
域
内
に
限
っ
て
行
わ
れ
る
行
事
に
つ
い
て
共
催
等
の
承
認
を
行
う
場

合 

当
該
教
育
事
務
所
の
名
称 

（
承
認
の
基
準
） 

第
４
条 

教
育
長
又
は
教
育
事
務
所
長
（
以
下
「
教
育
長
等
」
と
い
う
。）
は
、
教
育
長
に
あ
っ
て
は
前
条

第
１
号
に
定
め
る
名
義
に
係
る
行
事
、
教
育
事
務
所
長
に
あ
っ
て
は
同
条
第
２
号
に
定
め
る
名
義
に
係

る
行
事
で
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
共
催
等
の
承
認
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。 

一 

当
該
行
事
を
完
遂
す
る
能
力
が
あ
る
も
の
に
よ
る
主
催
で
あ
る
こ
と
。 

二 

教
育
、
学
術
及
び
文
化
の
振
興
に
寄
与
し
、
教
育
委
員
会
の
方
針
及
び
施
策
に
反
し
な
い
行
事
で
、

公
益
性
が
あ
る
こ
と
。 

三 

法
令
に
違
反
し
な
い
こ
と
。 

四 

暴
力
行
為
、
迷
惑
行
為
そ
の
他
社
会
的
な
非
難
を
受
け
る
行
為
を
伴
う
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。 

五 

営
利
を
目
的
と
し
な
い
こ
と
。 

六 

宗
教
的
又
は
政
治
的
目
的
を
有
し
な
い
こ
と
。 

七 

当
該
行
事
の
開
催
場
所
は
、
保
健
衛
生
及
び
災
害
防
止
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

る
こ
と
。 

八 

そ
の
他
不
適
当
と
認
め
る
こ
と
が
な
い
こ
と
。 

（
申
請
の
手
続
） 

第
５
条 

共
催
等
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
共
催
等
承
認
申
請
書
（
様
式
第
１
号
）
を
原
則

と
し
て
開
催
期
日
一
月
前
ま
で
に
、
第
３
条
第
１
号
に
定
め
る
名
義
に
つ
い
て
は
教
育
長
に
、
同
条
第

２
号
に
定
め
る
名
義
に
つ
い
て
は
当
該
教
育
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

教
育
長
等
は
前
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
承
認
す
る
か
否
か
を
様
式
第
２
号
に

よ
り
文
書
で
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
添
付
書
類
） 



2 

 

第
６
条 

前
条
に
規
定
す
る
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

１ 
行
事
計
画
書 

２ 

収
支
予
算
書 

３ 

役
員
そ
の
他
主
な
行
事
関
係
者
の
身
分
を
明
ら
か
に
す
る
書
類 

４ 

そ
の
他
必
要
書
類 

（
承
認
の
条
件
） 

第
７
条 

共
催
等
の
承
認
に
際
し
て
は
、
必
要
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
条
件
を
付
す
も
の
と
す
る
。 

１ 

申
請
当
時
の
行
事
計
画
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
行
事
計
画
の
変
更
届
（
様
式
第
３
号
）
に
よ

り
直
ち
に
届
け
出
る
こ
と
。 

２ 

行
事
終
了
後
は
、
直
ち
に
そ
の
結
果
に
つ
き
報
告
書
（
様
式
第
４
号
）、
収
支
決
算
書
及
び
そ
の
他

必
要
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
。 

３ 

事
故
防
止
、
救
護
体
制
等
に
つ
い
て
十
分
に
留
意
す
る
こ
と
。 

４ 

後
援
の
承
認
を
行
う
に
際
し
て
は
、
原
則
と
し
て
行
事
に
係
る
経
費
の
負
担
支
出
を
伴
わ
な
い
こ

と
。 

（
承
認
の
取
消
し
） 

第
８
条 

教
育
長
等
は
、
共
催
等
の
承
認
に
つ
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
様
式

第
５
号
に
よ
り
当
該
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

１ 

虚
偽
の
申
請
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
と
き
。 

２ 

第
４
条
に
規
定
す
る
基
準
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。 

３ 

前
条
に
規
定
す
る
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。 

４ 

承
認
を
受
け
た
も
の
か
ら
取
消
し
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
。 

５ 

そ
の
他
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
。 

２ 

前
項
の
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
教
育
長
等
は
、
必
要
に
応
じ
、
申
請
者
そ
の
他
の
関
係

者
か
ら
事
情
を
聴
取
す
る
等
の
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
六
年
教
委
訓
令
甲
第
二
号
） 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
八
年
教
委
訓
令
甲
第
四
号
） 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
二
〇
年
教
委
訓
令
甲
第
八
号
） 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
平
成
三
〇
年
教
委
訓
令
甲
第
六
号
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
後
承
認
す
る
行
事
の
共
催
等
に
つ
い

て
適
用
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
訓
令
の
施
行
日
以
前
に
、
改
正
前
の
訓
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
行
事
の
共
催
等
の
申
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請
及
び
承
認
は
、
改
正
後
の
訓
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 
 
 

附 

則
（
令
和
三
年
教
委
訓
令
甲
第
十
一
号
） 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則
（
令
和
四
年
教
委
訓
令
甲
第
五
号
） 

 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


